平成　　年　　月　　日
　国土交通大臣　前原　誠司　殿
　　　　　　　　　　　　　　住　　　　所
　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称
　　　　　　　　　　　　　　代  表  者  名
                            連　 絡 　先
　　　　　　　　　　　　　　申請担当者
特定事業計画の認定申請書
　特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び
活性化に関する特別措置法（平成21年法律第64号）第１１条第１項の規定に基づき、特定事業計画の認定を申請いたします。
○認定を申請する特定事業計画：別紙　　から　　までのとおり
○添付資料
　　・
　　・
（別紙１）
　　　　計画（特定事業計画）
	特
定
事
業
	内容
	（地域計画の名称・関連部分）

	
	
	（内容）

	
	実施時期
	

	
	必要な資金の額
	

	
	上記資金の
調達方法
	

	
	効果
	

	
	関連事業
	あり　　　　　なし

	
	事業再構築
	減車・休車
	あり　　　　なし

	
	
	譲渡譲受
	あり　　　　なし

	
	
	合併・分割
	あり　　　　なし

	
	その他
	


（別紙２）
　【　関連事業　】
	関
連
事
業
	内容
	
	

	
	実施主体
	
	

	
	実施時期
	
	

	
	その他
	
	


　【　事業再構築　】
	事
業
再
構
築
	内容
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	実施時期
	
	

	
	特定事業
との関連
	
	

	
	効果
	
	

	
	労務関係
	
	

	
	その他
	
	


（別添）
【　減車・休車計画書　】　※月ごとに完了する予定の一般タクシーの減車・休車車両数を記入
                                                                                       　　　　　　　　　　　
	
	基準車両数
	両
	
	基準車両数からの減車車両数（認定申請時まで）
	両
	


	
	
	平成　年

月
	月 
	月 
	月 
	月 
	月 
	月 
	月 
	月 
	月 
	月 
	月 
	

	
	　　営業所
	減車車両数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	休車車両数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	　　営業所
	減車車両数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	休車車両数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	　　営業所
	減車車両数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	休車車両数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	　　営業所
	減車車両数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	休車車両数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	計
	減車車両数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	休車車両数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


平成２２年２月　　日
関東運輸局長　神谷　俊広　殿

住所
氏名又は名称

代表者名
連絡先
申請担当者
特定事業計画の認定申請書

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)第１１条第１項の規定に基づき、特定事業計画の認定を申請いたします。

○認定を申請する特定事業計画：別紙　　から　　までのとおり

○添付資料

・

・

（別紙１）

計画（特定事業計画）

	特　　　　　　　　定　　　　　　　　事　　　　　　　　業
	内容
	（地域計画の名称・関連部分）

	
	
	（内容）

	
	実施時期
	

	
	必要な資金の額
	

	
	上記資金の
調達方法
	

	
	効果
	

	
	関連事業
	あり　　　　　なし

	
	事業再構築
	減車・休車
	あり　　　なし

	
	
	譲渡譲受
	あり　　　なし

	
	
	合併・分割
	あり　　　なし

	
	その他
	


（別紙２）
【　関連事業　】

	関　連　事　業
	内容
	

	
	実施主体
	

	
	実施時期
	

	
	その他
	


【　事業再構築　】

	事　　　　　業　　　　　再　　　　　構　　　　　築
	内容
	

	
	実施時期
	

	
	特定事業
との関連
	

	
	効果
	

	
	労務関係
	

	
	その他
	


（別添）

【　減車・休車計画書　】　※月ごとに完了する予定の一般タクシーの減車・休車車両数を記入

	基準車両数
	両
	
	基準車両数からの減車車両数（認定申請時まで）
	両


	
	平成　 年 
       月　　
	       月　　
	       月　　
	       月　　
	       月　　
	       月　　
	       月　　
	       月　　
	       月　　
	       月　　
	       月　　
	       月　　

	営業所
	減車車両数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	休車車両数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	営業所
	減車車両数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	休車車両数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	営業所
	減車車両数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	休車車両数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	営業所
	減車車両数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	休車車両数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	計
	減車車両数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	休車車両数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（特定事業計画に係る減車届出）

平成　　年　　月　　日

東京運輸支局長　 矢田　淑雄　 殿

住　　所
事業者名

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　印　

一般乗用旅客自動車運送事業(１人１車制個人タクシーを除く。)事業計画(事業用自動車の数)変更届

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第１１条第４項の認定を受けた特定事業計画に基づき、一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画（事業用　　自動車の数）を次のとおり変更します。
	変更しようとする
事項
	・営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びに種別ごとの数

並びにタクシー及びハイヤーの別ごとの数（減車）

	減車車両数
	　　　　　両

	実施時期
	平成　　　年　　　月　　　日

	基準車両数
	          両


変更に係る新旧対照表

	新旧
	新
	旧

	種別
	一般

車両
	福祉車両
	計
	一般

車両
	福祉車両
	計

	　　タクシー・ハイヤー
等の別

営業所名


	タクシー
	ハイヤー
	内　　　訳
	
	
	
	内　　　訳
	

	
	
	
	車椅子
	寝台専用
	車椅子・寝台兼用車
	回転シート
	セダン型
	
	タクシー
	ハイヤー
	車椅子
	寝台専用
	車椅子・寝台兼用車
	回転シート
	セダン型
	

	
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )

	
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )


※１　種別は、一般車両（一般の需要に応じることができる事業用自動車）及び福祉車両

　　（一般車両以外の事業用自動車）の別とする。

※２　一般車両のうち貨客車については、車両数を括弧書きとし内数とする。

※３　福祉車両のうち軽自動車については、車両数を括弧書きとし内数とする。
（特定事業計画に係る休車届出）

平成　　年　　月　　日

東京運輸支局長　 矢田　淑雄　 殿

住　　所
事業者名

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　印　

一般乗用旅客自動車運送事業(１人１車制個人タクシーを除く。)事業計画(事業用自動車の数)変更届

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第１１条第４項の認定を受けた特定事業計画に基づき、一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画（事業用　　自動車の数）を次のとおり変更します。
	変更しようとする
事項
	・営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びに種別ごとの数

並びにタクシー及びハイヤーの別ごとの数（休車）

	休車車両数
	　　　　　両

	実施時期
	平成　　　年　　　月　　　日から１年以上

	基準車両数
	          両


変更に係る新旧対照表

	新旧
	新
	旧

	種別
	一般

車両
	福祉車両
	計
	一般

車両
	福祉車両
	計

	　　タクシー・ハイヤー
等の別

営業所名


	タクシー
	ハイヤー
	内　　　訳
	
	
	
	内　　　訳
	

	
	
	
	車椅子
	寝台専用
	車椅子・寝台兼用車
	回転シート
	セダン型
	
	タクシー
	ハイヤー
	車椅子
	寝台専用
	車椅子・寝台兼用車
	回転シート
	セダン型
	

	
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )

	
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )


※１　種別は、一般車両（一般の需要に応じることができる事業用自動車）及び福祉車両

　　（一般車両以外の事業用自動車）の別とする。

※２　一般車両のうち貨客車については、車両数を括弧書きとし内数とする。

※３　福祉車両のうち軽自動車については、車両数を括弧書きとし内数とする。

